
今月の暮らし

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

ご
み
分
別
へ
の

【問い合わせ】　
　町環境政策課
　環境政策
　グループ
　☎ 73-7511

安
全
で
安
心
な
ま
ち
を
目
指
し
て

生
活
・
安
全

【問い合わせ】　
　町住民保健課
　生活安全
　グループ
　☎ 73-7510
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日
々
の
生
活
の
中
で
ご
み
に
関
す
る

疑
問
を
持
た
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
か
？

町
民
の
皆
さ
ん
に
ご
み
分
別
な
ど
に

対
す
る
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
た

め
、
ご
み
処
理
施
設
見
学
会
を
開
催
し

ま
す
。
当
日
は
担
当
職
員
が
説
明
し
ま

す
の
で
、
気
軽
に
ご
質
問
く
だ
さ
い
。

日
頃
の
ご
み
に
関
す
る
疑
問
を
解
消
し

て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
多
く
の

皆
さ
ん
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
い

ま
す
。

◆
日
　
時　

10
月
18
日
㈮

午
前
９
時
～
正
午

◆
日
　
程　

下
表
の
通
り

◆
定
　
員　

50
人
（
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
）

◆
申
込
期
間　

10
月
1
日
㈫
～
16
日
㈬

※
町
環
境
政
策
課
に
電
話
で
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

※
ご
参
加
い
た
だ
い
た
方
全
員
に
粗
品

を
差
し
上
げ
ま
す
。

ご
み
処
理
施
設
見
学
会
を
開
催

時　間 内　容
9：00 南部公民館出発
9：15 農村環境改善センター出発
9：25 総合福祉センター「しゃるる」出発
9：30 役場出発
9：35 カルチャープラザ「Eki」出発
9：45 資源リサイクルセンター見学

10：30 環境センター（堆肥化施設・中間処理施設・最終処分場）見学
11：30 終了

【日程表】

町の有機堆肥「栗肥土（くりぴっと）」を、
今秋も販売します。栗肥土は家庭などで分
別された生ごみと下水道汚泥などを原料と
して微生物発酵させた堆肥です。作物の根
の発育促進や土壌改良などに効果がありま
す。秋の特別販売は、5 袋購入された方に
1 袋プレゼントの特典付きです。

【日　時】
　10 月 5 日㈯　9：00 ～ 11：00

【場　所】
　役場駐車場車庫前
※春の特別販売時と同じ場所です。

【価　格】
　１袋（10kg）300 円

【販売数量】
　500袋
（１人10袋まで）
※無くなり次第販売

終了となります。

堆 肥

「栗
く り ぴ っ と

肥土」 秋の特別販売

秋の全町一斉清掃
住みよいきれいなまちづくりに向けて、秋

の全町一斉清掃を実施します。道路や公園、
河川などの公共スペースの美化運動にご協力
をお願いします。

【日　時】　
10 月 20 日㈰　
7：00 ～

（雨天決行）
※ 6：45 に打上花
　火で合図します。
※詳細は各町内会・
　自治会経由でお
　知らせします。

全
国
地
域
安
全
運
動
を
実
施

道
内
の
刑
法
犯
認
知
件
数
は
平
成

15
年
以
降
連
続
し
て
減
少
し
、
本
年

も
同
様
の
傾
向
が
続
い
て
い
ま
す

が
、
子
ど
も
・
女
性
の
犯
罪
被
害
や

高
齢
者
の
特
殊
詐
欺
被
害
の
発
生
は

後
を
絶
た
ず
、
地
域
社
会
の
大
き
な

不
安
要
素
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
犯
罪
を
未
然
に
防
止

し
、
安
全
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
地

域
社
会
の
実
現
を
図
る
た
め
、
本
運

動
を
実
施
し
ま
す
。

◆
期
　
間

10
月
11
日
㈮
～
20
日
㈰

秋
の
全
国
地
域
安
全
運
動
住
民
大
会
の

お
知
ら
せ

全
国
地
域
安
全
運
動
の
一
環
と
し

て
、
栗
山
地
区
防
犯
協
会
に
よ
る
住

民
大
会
が
行
わ
れ
ま
す
。

普
段
の
生
活
で
の
防
犯
対
策
な
ど

を
も
う
一
度
考
え
る
機
会
で
す
。
多

く
の
方
の
参
加
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
日
　
時　

10
月
10
日
㈭

午
後
３
時
～
午
後
４
時
半

◆
場
　
所　

ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー　

ア
リ
ー
ナ

◆
内
　
容　

防
犯
講
話
・
道
警
音
楽
隊
の
演
奏

◆
問
い
合
わ
せ　

栗
山
地
区
防
犯
協
会

（
栗
山
警
察
署
内
）

☎
�
０
１
１
０

融
資
保
証
金
詐
欺
に
注
意
！

会
社
や
自
営
業
者
に
「
無
担
保
、

低
金
利
で
融
資
可
能
」「
簡
単
な
審

査
で
即
日
融
資
」
と
い
っ
た
フ
ァ
ッ

ク
ス
を
送
り
付
け
た
り
、
広
告
サ
イ

ト
で
融
資
を
募
集
し
て
、
申
込
者
に

対
し
「
融
資
す
る
に
は
保
証
金
が
必

要
」
と
ウ
ソ
を
つ
い
て
お
金
を
だ
ま

し
取
る
詐
欺
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

保
証
金
や
手
数
料
を
払
わ
せ
て
融

資
し
な
い
ケ
ー
ス
の
ほ
か
、
一
度
だ

け
少
額
の
融
資
を
し
て
信
用
さ
せ
、

さ
ら
に
融
資
を
申
し
込
ん
だ
人
に
さ

ま
ざ
ま
な
名
目
を
つ
け
て
お
金
を
要

求
す
る
巧
妙
な
手
口
も
あ
り
ま
す
。

「
う
ま
い
話
」
と
安
易
に
信
用
し

な
い
よ
う
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

前回のごみ処理場見学会の様子

【住宅用火災警報器は月に一度点検を】
　平成 23 年６月より、全ての住宅に住宅用火災
警報器の設置が義務付けられ、町内でも住宅用火
災警報器を設置するお宅が増えてきました。
　住宅用火災警報器が適切に機能するためには維
持管理が重要です。万が一の際にきちんと作動す
るよう、日頃から住宅用火災警報器のお手入れと
作動確認をしておきましょう。
◆お手入れの仕方
　住宅用火災警報器の本体に付いたホコリが溜ま
ると、火災を感知しにくくなることや誤作動をお

こすことがあります。最低でも年に１回は乾いた
布でホコリをふき取りましょう。
◆作動確認
　本体の点検ボタンを押す、もしくは点検用ひも
を引くことで異常の有無を音声案内などで知らせ
てくれます。
　まだ設置していないお宅は、全寝室および階段
室（２階に寝室がある場合）に設置しましょう。
　ご不明、ご心配なことがあれば消防署まで問い
合わせください。

これからの季節は空気が乾
燥します。また、ストーブな
どの暖房器具を使う機会が
増えるため、１年を通して火
災が発生しやすい時季にな
ります。この機会に、身の回
りの火の元を点検したり避
難口を確認するなどして火
災予防に対する意識を高め、
尊い生命と貴重な財産を火
災から守りましょう。


